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■掲載誌 2020/09/25 朝日新聞 朝刊 31ページ 1568文字
■新聞記事見出し （検察・再生への道 証拠改ざん１０年：中）特捜の新「武器」、危うさも司

法取引・電子鑑識を駆使

■コメント内容 「従来と違う形で冤罪（えんざい）を防ぐ仕組みが必要」。渡辺修・甲南大法科大学

院教授（刑事訴訟法）はいう。司法取引は「証言に頼らない冷静な捜査が求められる」とし、ＤＦは復

元過程などの透明化を図る必要性などを指摘。「元データを裁判所が管理するなど、被告側もデータ検

証できる証拠開示制度の改善が不可欠だ」と話す。

■参考～記事引用～

（検察・再生への道 証拠改ざん１０年：中）特捜の新「武器」、危うさも司法取引・電子鑑識を駆使

【大阪】
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その他の書誌情報を表示

「特捜は１０年立ち直れない」。大阪地検特捜部の主任検事による証拠改ざん事件が発覚した２０１

０年秋、最高検幹部は朝日新聞記者にそう漏らした。

「改ざん事件後、検察に対する裁判所の態度も厳しくなった」と元大阪地検幹部は言う。顕著な例と

して挙げたのが再審請求への判断だ。１２年、大阪・東住吉放火殺人、東京電力女性社員殺害の両事件

で再審開始が決まり、検察側の主張が退けられた。

１８年１１月１９日、東京・羽田空港に着陸したジェット機に、背広姿の男たちが乗り込む映像がテ

レビで流れた。東京地検特捜部が金融商品取引法違反容疑で日産自動車のカルロス・ゴーン会長（当時）

を逮捕し、乗ってきた機内を捜索した場面だった。改ざん事件から８年後、特捜部の「復活」を印象づ

けた。

その後も、昨年末、統合型リゾート（ＩＲ）事業参入を巡る秋元司衆院議員の汚職事件に着手し、今

年６月に河井克行衆院議員と妻の案里参院議員を、公職選挙法違反容疑で逮捕した。

＊

改ざん事件後の特捜部の捜査には、二つの「武器」の存在がある。

一つは、ゴーン事件の５カ月前に導入された司法取引制度＝キーワード＝だ。事件解明に協力すれば

量刑が軽くなったり訴追を免れたりする。日本弁護士連合会から取り調べの録音・録画（可視化）の義

務化を求める声が強まり、反発した検察が可視化と引き換えに手にした。可視化を求める運動に携わっ

た一人、山口健一弁護士（大阪弁護士会）は「『検察側とそんな取引をするなら可視化はいらない』と

いう意見も強かった。警察の通信傍受も合わせ、それほど捜査側の強力な武器になると考えられた」。

「甲１４７、１４８号証は合意内容書面です」

今月１６日、東京地裁。ゴーン元会長の巨額報酬を隠したとされる「側近」グレッグ・ケリー元代表

取締役の公判で、検察側は司法取引した日産の役員、元秘書室長と交わした書面の要旨を説明した。「被

疑者」の２人の「協力行為」として、一切の資料の提出▽証人尋問で真実の証言――などが記される一

方、「公訴を提起しない」と明記。検事、「被疑者」、弁護人の署名、押印があった。

前日の初公判では、ケリー元役員側が冒頭陳述でクギを刺した。「司法取引で合意した者が虚偽供述

をする危険が指摘されてきた」。今後、司法取引制度の是非が本格的に問われる。

＊

もう一つの武器が「デジタルフォレンジック（ＤＦ、電子鑑識）」だ。

ＤＦは、捜査関係者によるデータ改ざんをチェックする「盾」と、消去データを復元し客観証拠を得

る「矛」の役割がある。近年後者の役割が高まる。

例えば、消去されたメールや通話履歴を復元し、当事者の記憶と突き合わす。「客観証拠と自白は捜

査の両輪だ」と捜査幹部。河井事件でも陣営のパソコンから削除された現金配布先のリストを復元した。

検察は東京と大阪、名古屋の各特捜部に設置した「ＤＦ室」に加え、昨年、東京・大阪両地検に、両

地検以外での事件を対象とする「ＤＦセンター」を設置した。大阪で昨年６００件を取り扱ったという。

武器には危うさもある。

「従来と違う形で冤罪（えんざい）を防ぐ仕組みが必要」。渡辺修・甲南大法科大学院教授（刑事訴

訟法）はいう。司法取引は「証言に頼らない冷静な捜査が求められる」とし、ＤＦは復元過程などの透

明化を図る必要性などを指摘。「元データを裁判所が管理するなど、被告側もデータ検証できる証拠開
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示制度の改善が不可欠だ」と話す。

◆キーワード

＜日本版司法取引＞ 容疑者や被告が犯罪を明かす見返りに検察官が起訴を見送ったり求刑を軽くし

たりする制度。暴力団などがからむ特殊詐欺や贈収賄といった経済事件などが対象。自分の罪を認めて

も適用される米国などと異なり、日本では対象が他人の犯罪情報に限られる。


